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Ｃ 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行

う適用事業に係る被保険者となったことについて、

当該事実のあった日の属する月の翌月 10 日まで

に、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所

在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなけれ

ばならない。 （⇒○） 

択一式 雇用保険法 問２ Ｂ肢 

Ｂ 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行

う適用事業に係る被保険者となったことについて、

当該事実のあった日の属する月の翌月 10 日まで

に、雇用保険被保険者資格取得届（様式第２号）に

必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在

地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければ

ならない。 （⇒○） 


